
議案第34号 

 

財産の取得について 

 

下記の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和62年つくば市条例第22号）第３条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

令和５年３月３日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

記 

 

１ 取得する財産 

  建物 

(1) 所在地   つくば市竹園三丁目13番地 

(2) 延べ面積  746㎡程度 

(3) 構造    軽量鉄骨造 ２階建て 普通教室６室相当 

２ 取得金額   金274,560,000円 

３ 取得目的   児童急増による校舎増築のため 

４ 契約の方法  条件付き一般競争入札 

５ 契約の相手方 茨城県水戸市笠原町1571番地３ 

         大和リース株式会社水戸支店 支店長 玉木 秀幸 

 （提案理由） 



 大規模マンション建設に伴い、竹園東小学校の児童数増加が見込まれることから、

校舎を取得するため、この案を提出するものである。 
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